
 

 

 

令和３年度病床機能転換推進事業計画書 

 

１．整備施設の現況 

開設者（設置者） 施設名 所在地 

理事長 植松 正保 医療法人晴風園 今井病院 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字屏風岳 

3番地 

施設の規模及び構造 

（敷地面積）           5584.18㎡ （自己所有地、借地の別）                借地 

（建物構造）          鉄骨造    6階建 （建築面積）                 1920.14㎡ 

（延べ面積）            7266.60㎡ 

２．整備事業の目的及び地域医療構想との関係 

令和 5 年 4月に市立川西病院移転後の市立病院跡地に今井病院を病院名を川西リハビリテーション

病院に改名し、新築移転を計画しており、阪神圏域または阪神北圏域の医療提供体制を将来にわたり

効果的に維持することにより、阪神圏域という地理的条件のなかで、隣接する他圏域との連携を図り

ながら、地域における医療機関相互間の機能分担、連携を進め、質の高い医療を効果的に提供します。 

具体的には地域の高齢化に対応し、阪神圏域、ならびに阪神北準圏域においても不足する回復期病

床を拡充し、合わせて、市立川西病院移転後の川西市北部及び猪名川町に不足する医療提供体制を補

うため、内科、小児科外来診療、休日診療所を川西市、医師会の協力のもと行います。 

更に、県の中でも整備の促進が求められている在宅支援として、在宅や施設での患者の急変時に対

し、在宅と介護の連携を図り、在宅療養支援を行います。 

また、地域医療連携推進法人である、一般社団法人 川西・猪名川地域ヘルスケアネットワークを立

ち上げ、医療法人協和会より病床 49床を融通していただき、現在の 111床を 49床増床（合計 160床）

させ、回復期リハビリテーション病棟 120床（一部地域包括ケア病棟を検討）、障害者一般病棟 40床

を運営します。 

新興感染症への対応として、院内でのクラスター等が広がった場合等に備え、病棟は廊下側に汚

染空気が流れにくくするため、廊下に外気を取り入れ病室から排気する換気方式としています。ま

た、各病棟に個室 4部屋、二人部屋 4部屋を設け、隔離対応が可能です。 

更に、病院出入口、職員通用門、防災センター出入口以外に感染症対策出入り口を 1階外来に設

けて、導線の確保を図っております。 

 

 

３．整備区分 

実施する建物及び設備（医療機器）の整備区分  ※該当する区分に○ 

 新増改築 改修 改装 医療機器 

回復期病床への転換整備    ○   ○ 

高度急性期病床への転換整備     

 

 

 

 

医療審議会(保健医療計画部会) 資料 

(1)-③ 別紙 3 令和４年３月 11日(金) 

（様式１－１） 



４．病床機能転換計画 

(１) 病床機能転換計画                      ※病床は稼働病床 

 高度急性期 急性期 回復期 慢性期 計 

整備前(A)今井病院 床 床 ６０床 ５１床 １１１床 

整備後(B)川西ﾘﾊﾋﾞﾘﾃｰｼｮﾝ病院 床 床 １２０床 ４０床 １６０床 

差引（B－A） 床 床 ６０床 ▲１１床 ４９床 

＜補助対象となる病床数＞ ① 回復期       １１床  

 ② 高度急性期           床  

 計(①+②)       １１床  

（２）建物及び附属設備の整備内容 

事業期間 事 業 期 間 着工：令和 4年 4月 1日  ～ 竣工：令和 5年 2月 28日 

事 業 費 
総 事 業 費 2,840,000,000円 

当 該 年 度 
事   業  費 2,840,000,000円 

  ※総事業費及び当該年度事業に算出根拠となる見積書等を添付すること 

（３）医療器具等の購入経費     [購入]  有 ・ 無       

購入品名 支出（予定）額 購入（予定）時期 

上肢用訓練ロボット ReoGo-J 6,380,000円     令和 4年 10月 1日 

レール走行式追随型免荷リフト 5,500,000円     令和 4年 10月 1日 

 

５．事業費及び補助申請(見込)額 

 

総事業費 

（対象経費） 

   

基準額 

 

 

補助見込額 建物及び附属 

設備の整備額 

医療器具等 

の購入額 

2,840,000,000円 

(157,421,000) 

2,640,000,000円 

（145,541,000） 

200,000,000円 

(11,880,000） 

109,800,000円 

 

54,900,000円 

 

 

※基準額は対象病床数×整備区分ごとに定めた基準単価 

※補助見込額は対象経費と基準額の低い額の１／２相当額 

※整備区分が「新増改築」である場合は、除却費用も補助対象経費に含める。 

 （添付書類等） 

 １ 病床転換するにあたり、施設整備等を行う箇所及び医療機器等の設置箇所がわかる整備前と 

後の平面図等を添付すること。 

 ２ 上記の図面には、病床転換のための整備を行った箇所及び医療機器等の設置箇所を太線等で 

明示すること。 

３ 医療機器及び医療器具等にはカタログ等によりその仕様等が分かる資料を添付すること。 

■担当者・連絡先 

所属・氏名 医療法人晴風園今井病院 事務部 松本 悦明 

所 在 地 兵庫県川辺郡猪名川町北田原字屏風岳 3番地 

電 話 番 号 072-766-0030 

電子メール y-matsumoto@mc-seifuen.jp 

【基準額算定式】 

@9,000千円×11床 

医療機器：10,800千円 



 


